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「体育館デー」開催要項 

１ 目 的 

 ・市民体育館を拠点とした「体育館デー」を開催することにより，体育館を市民の身近

なスポーツ施設とし，多くの市民がスポーツを楽しむ契機とする。 
 ・地域のスポーツ推進委員関係者が，「体育館デー」を主体的に企画・運営することで，

地域スポーツの振興や発展をめざす。 
 ・指導者相互の連携や体育館と地域スポーツ推進委員関係者との協力態勢を確立する機

会とする。 
 

２ 実施日 

      令和  年  月  日（日）（体育ルーム以外） 
 

３ 開催計画 

      体育館長とスポーツ推進委員で話し合い、後日決定 

 

４ スポーツ推進委員の分担 

会 場 体育指導委員地域  ／  代表者名 
総合体育館 
（７地区） 

金華・京町・明徳・徹明・白山・梅林・華陽 

南部ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 
（８地区） 

加納東・加納西・茜部・鶉・日置江・厚見・三里・柳津 

東部体育館 
（９地区） 

日野・長森南・長森北・岩・芥見・長森西・芥見東・芥見南・長森

東 
西部体育館 
（５地区） 

本荘・木之本・鏡島・本郷・市橋 

＊ スポーツ推進委員代表者へ各体育館長より協力依頼を送付する。その後，「打合せ会議」

等により，詳細を決定する。 
 

５ その他 
 (1)岐阜市体育ルームについては，ハートフルスクエア全体で 月  日(日)に実施する。 
 (2)運営スタッフへの日当は，   円（税抜）を後日振り込む。 


